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第５期嬉野市農業委員会第１４回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １  久間椿   使用貸借権 R1.10.４ 承 認  

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について    

  利用権設定   

 塩１～7 大草野垣内 外８筆 使用貸借権・賃借権 R1.10.４ 承 認  

 嬉１ 下野一本杉  使用貸借権 R1.10.４ 承 認  

  所有権移転   

 １  馬場下七本松 他１筆 あっせん R1.10.４ 承 認  

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １ 久間本志田原  売買 R1.10.４ 許 可  

 ２ 久間明神籠 他５筆  売買 R1.10.４ 許 可  

 ３ 久間二本松  贈与 R1.10.４ 許 可  

 ４ 不動山峠口 他８筆  売買 R1.10.４ 許 可  

 ５ 不動山倉谷 他１筆  売買 R1.10.４ 許 可  

 ６ 下野一本松一 他１筆  使用収益権（地上権） R1.10.４ 許 可  

議案第４号  農地法第４条の規定による申請の承認について   

 １ 岩屋川内才松寺  植林 R1.10.４ 承 認  

議案第５号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １ 久間一本松 一般住宅（モデルハウス） R1.10.４ 承 認  

 ２ 下野大久保 一般住宅 R1.10.４ 承 認  

 ３ 下野一本松一 営農型太陽光発電設備設置 R1.10.４ 承 認  

 ４ 下野一本松一 駐車場 （取下）   

 ５ 岩屋川内今ノ川内 住宅拡張 R1.10.４ 承 認  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６号  農地転用許可後の事業計画変更申請の承認について   

 １ 久間後山 建売分譲住宅区画数の変更 R1.10.４ 承 認  



第５期嬉野市農業委員会第１５回定例総会議事録 

 

１ 招集年月 日  令和 元年１０月 ４日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所塩田庁舎 ３－２会議室 

 

３ 開 会 日 時  開会 １０月４日 午後１時３０分 議長 川内 利光 
    及 び 宣 告  閉会 １０月４日 午後２時１７分 議長 川内 利光 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 
議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 

会長 川内 利光 出 議長 ７ 原田 謙次 出 議事録署名 

１ 池田 博幸  出  ８ 峰  正己 欠  

２ 馬場みどり 欠  ９ 中島文二郎 出 議事録署名 

３ 森  和義 出 憲章朗読 １０ 杉﨑 順憲 出  

４ 西田 昭義 出 
 

 
１１ 山口 安則 出  

５ 植松 和幸 欠  １２ 生田 健児 出  

６ 山口智佐代 出 事前審査班長  

 

（職員等） 

事 務 局 長 福田 正文 次    長 井上 章 

主    事 永田 良子 農業政策課主任 納富 作男 

    

 

 

 



６ 議事日程 

  第１ 議案第１号 農用地利用集積計画の解約について  

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

議案第６号 農地転用許可後の事業計画変更申請の承認について 

 

 

 

７ 会議の概要  ― 午後１時３０分 開会 ―   

 

局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、馬場みどり委員、植松和幸委員、峰 正己委員は都合により欠席であ

ります。ちょっと杉﨑委員は遅刻ということであります。定足数に達しております

ので、川内会長の御挨拶の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 
 

会  長  （挨拶等） 

 

 

本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号３番 森 和義
やすのり

 委員にお願いします。

全員、御起立ください。 

      （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第５期嬉野市農業委員会第１５回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、議案６件で、審議事項は２３件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号７番 原田謙次 委員と９番 中島文二郎 

委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は 神奈川県厚木市の ○○○○ 様、 

      借受人は 冬野の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 椿 ○○○番○、地目は田、面積は８７５㎡、 



      利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      期間は平成１２年７月１２日から令和２年１１月３０日までで、 

      解約理由は、借受人の体調不良のためということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号１番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の決定について を議題とします。 

皆さんにお諮りします。利用権設定について塩田町の分整理番号１番から７番 

までについて を一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議なしと認めます。利用権設定について塩田町の分整理番号１番から７番 

までについて、農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  ご説明の前に利用権設定(塩田町の分)について、整理番号２番は１０月２日に

取下げされましたので削除をお願いいたします。 

それに伴いまして塩田町の分合計も、１３，７２６㎡へ訂正お願いします。 

それでは説明いたします。別添の表１ページ目をご覧ください。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から７番までについてです。 

貸し手人は 万才の ○○○○ 様、他４名様です。 

借り手人は 同じく万才の ○○○○ 様、他５名様です。 

所在地は、大字大草野 垣内 ○○○番、他８筆 

地目は全て田、面積は合計で１３，７２６㎡です。 

利用権は使用貸借権と賃借権、期間は３年から５年で、新規及び再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

     要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から７番までについて、質疑を行ないま 

す。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分整理番号１番から７番までに



ついて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について塩田 

町の分整理番号１番から７番までについては、原案のとおり承認することに 

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、利用権設定について嬉野町の分です。 

 嬉野町の分整理番号１番について、農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表２ページ目をご覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分整理番号１番についてです。 

貸し手人は 井手川内の ○○○○ 様、 

借り手人は 同じく井手川内の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 一本杉 ○○○番、 

地目は田、面積は２,１４９㎡、 

利用権は使用貸借権、期間は１年で、再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、嬉野町の分整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見

はありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番については、原

案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について嬉野 

町の分整理番号１番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、所有権の移転についてです。整理番号１番について、事務局の説明を 

求めます。 

事 務 局  別添の表３ページをご覧ください。 

所有権の移転について、整理番号１番です。 

売り手人は、佐賀市の 公益社団法人 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様、 

買い手人は 塩田町大字久間 ○○○番地○の ○○○○ 様 です。 

所在地は、大字馬場下 七本松 ○○○番 他１筆、 

地目は全て田、面積は合計で１,９０３㎡です。 

所有権の移転の種類はあっせんで、利用目的は米です。 

対価としましては、反当たり９０２,５００円、全体で１,７１７,０００円 



     です。以上です。 

議  長  それでは所有権の移転について、整理番号１番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

委  員  会長ちょっとよか。事務局にお尋ねすっばってんが、七本松はどこんたいかよ

うわからんどん、いがいと高っかにぁと思ってさ。ぎゃん糸山さんが高こう買

うてくんさっとはよかばってんさ、ぎゃんしよっとかにゃ。場所のよかとこば

いの。 

事 務 局  お話は、これで伺っております。 

委  員  ちょっとよかですか、あっせんに私が立ち会ったもんで内容を説明いたします

けど、○○さんとこの方は同じ集落で、田んぼも同じ所で、他のところに売ら

れたら自分もこまるということが一つあったわけですね。それから、いろんな

他のつきあいがあって、他の所を求めよんさごたっですもんね。そういうとこ

ろもあって、あんた高うなかな、30 万円から 40 万円な 言うたけど、お互い

話しおうて決めましたのでと言うことでしたので、それ以上突っ込みませんで

した。以上です。 

委  員  えらい高っかにゃあて思うてさ・・・よかです。 

議  長  他にありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について、整理番号１番に

ついては、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について、所有権の移転について、 

整理番号１番は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書２ページ、整理番号１番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 神奈川県平塚市の ○○○○ 様、 

      譲受人は 埼玉県和光市の ○○○○ 様、及び 

           北下久間の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字久間 本志田原 ○○○番○、 

      地目は畑、面積は１,２８６㎡。 

譲渡理由は農業廃止によるもの、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

売買価格は、反当たり１５５,５２１円、全体で２００,０００円です。 

図面は５ページから６ページをご覧ください。以上です。 



議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 南志田の ○○○○ 様、 

      譲受人は 埼玉県和光市の ○○○○ 様、及び 

           北下久間の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字久間 明神籠 ○○○番○ 他５筆、 

      地目は田と畑、面積は田が３,８６８㎡、畑が１,１９１㎡の合計５,０５９㎡。 

譲渡理由は農業廃止によるもの、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

売買価格は、反当たり１４４,２９７円、全体で７３０,０００円です。 

図面は７ページから８ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  はい、○○さんと○○さんの関係はどういう関係ですか。 

事 務 局  姉弟さんです。埼玉県からこちらに移住する予定があるそうです。 

議  長  他にありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番、贈与による所有権の移転です。 

      譲渡人は 白石町の ○○○○ 様、 

      譲受人は 同じく白石町の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字久間 二本松 ○○○番○、地目は田、 



      面積は１,２０１㎡、譲渡理由は贈与で、○○○○様から子の夫である○○○

○様に生前一括贈与です。 

図面は９ページから１０ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号３番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 俵坂の ○○○○ 様、 

           成年後見人の ○○○○ 様 

      譲受人は 同じく俵坂の ○○○○ 様です。 

      所在地は、４ページの別紙①に記載のとおり  

      大字不動山 峠
とうげ

口
ぐち

 ○○○番○ 他８筆、地目は田と畑、 

      面積は田が１２４.２２㎡、畑が１,６１０㎡の合計１,７３４.２２㎡です。 

譲渡理由は農業廃止によるもの、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

売買価格は、反当たり１７２,９８８円、全体で３００,０００円です。 

図面は１１ページから１３ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号４番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号４番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号５番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 俵坂の ○○○○ 様、 



           成年後見人の ○○○○ 様、 

      譲受人は 同じく俵坂の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字不動山 倉谷 ○○○番○ 他１筆、地目は畑、 

      面積は合計で１１３.００㎡です。 

譲渡理由は農業廃止によるもの、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

売買価格は、反当たり８８,４９６円、全体で１０,０００円です。 

図面は１４ページから１５ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号５番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号５番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号６番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号６番、地上権設定の伴う使用収益権の設定です。 

      貸付人は 下吉田の ○○○○ 様、 

      借受人は 佐賀市の ㈱ ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字下野 一本松一 ○○○番 他１筆、地目は田、 

      面積は合計で２,５２６㎡です。 

貸付理由は借受人の要望によるもの、 

借受理由は 営農型太陽光発電設備設置 のためです。 

賃借料は、反当たり１５,８３５円、年間で４０,０００円です。 

図面は１６ページから１７ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号６番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  はい、事務局、だいたいわかっばってんが、詳しく説明してくれん。どがん 

ふうな利用のしかたをしよんさっとですよて。ようするにあいやろうもん、 

下には営農して・・・ 

事 務 局  ちょっと写真ば見せてよかですか。ちょっと参照の写真ば預かっととですけど 

、下が農地で上が太陽光パネル、これの下が○○さんの所有の農地で、上 

の使用収益権、売電収入をグリーンウインドさんがもらわれる。       

委  員  下の作物はなに？ 

事 務 局  下は、○○推進員さんがそのままつくられる 

委  員  作物の種類は？ 



事 務 局  水稲です。 

推 進 員  さがびよりです 

議  長  ○○さん解る範囲で説明をして下さい。 

推 進 員  ご覧の通り、パネルが上にあって・・・ 

副 会 長  パネルの高さは３メートルていいよんしゃったでしょ 

推 進 員  はい、３メートルですね。一応、コンバインとかトラクターがさわらんよう 

に３メートルの高さで 

委  員  光の関係はどぎゃんですか？ 

推 進 員  光ですか。３３．５％の現在きている光よりも遮光がカットされるということ

ですけれども、影響はないと言うことではい、聞いております。 

議  長  県内で初めてというたやろ。 

推 進 員  はい、県内で初めてです。ただし、今度先に佐賀の鍋島の方で先に取り付けら

れるということで・・・ 

議  長  防除はドローンでていうたね 

推 進 員  先々はですね。 

副 会 長  七山に一カ所ですね。福岡の建築設計会社が田んぼの学校ていうてしよんさっ

た。そこはですね、パネルがスライドして上に動くように・・・ 

委  員  福岡県で聞いたとけどさ、太陽光の下にさ、今健康ブームやなかですか、どく

だみばすって、どくだみばすってなっとってです。水稲でぎゃんしてでくんな

らよかよね。 

委  員  柱の部分だけがあいやろか 

副 会 長  ただ支柱とかなんかがありますので。刈り取り、耕起とかはしにっかと思いま

す。 

委  員  坪刈りんごとせんばたいね。 

委  員  ハウスの中ば経験したもんないばこんくらいはどぎゃんでんなかよ 

議  長  成功すっぎ、○○さんが講演してまわって 

委  員  よかです。 

議  長  他にありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号６番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号６番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 



議  長  次に、議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１８ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 上岩屋の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字岩屋川内 才松寺 ○○○番○、 

地目は田、面積は１,２２８㎡、農地区分は第２種農地です。 

用途目的は、植林したいとのことです。 

申請理由は、申請地は休耕地であり、中山間地であるため道が通れず、猪に 

よる被害も発生し、耕作が困難であるため、転用して、隣接している原野 

（地番：○○○番○）と合わせて植林したいとのことです。 

      東は畑（現況:山林）、西は原野・田、南は河川、北は畑（現況:山林）です。 

図面は 19ページから 20ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  地域担当委員としての説明、意見を、杉﨑委員、お願いします。 

地域担当  はい、すみません遅刻しまして。えーと今事務局から説明とおりで、ええと、

今はもうなんて言いますかね、作業するのには、コンバインとかトラクターで作

業を行いますので、ちょっとこの田んぼに入るのにかなり勾配がありまして、イ

ノシシ被害もあるということで、耕作しようそりか、山にしたほうがいいんじゃ

ないかということで、そういうことを聞いています。以上です。 

議  長  それでは、山口智佐代班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  はい、５班のみなさまおつかれさまでした。今、杉﨑委員が言われたとおりで、

別に問題ないと思います。どうか宜しくお願いします。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。 

質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり許

可相当することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について を議題 

     とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

局  長  議長、議案第５号に入ります前に、もう１件すみません取り下げがあっており

ますのでお繋ぎいたします。２１ページ整理番号４番譲渡人は別紙２３ページな

っておりますが 5 名様からの譲渡人、譲受人は株式会社○○○○代表取締役○○



さんです。ええっと、１０月３日にですね取り下げの申し出があっておりますの

で、今回はご審議は無しということでお願いしたいと思います。以上です。 

議  長  取り下げ理由はどういうことですか。 

局  長  議長、はい、取り下げ理由についてご説明をします。職員から事情を聞いた話

によりますと、当日、現地調査をしたおりにですね、今回内容からいいますと駐

車場用地への転用ということで、予定されているということで書類上はなってい

たんですが、現地確認で本人立ち会いのもと聞いたところですね、数年後にはこ

こに建物を建てるという話をされたということでした。将来的に建物を建てると

いうことであれば、きちんと建物を建てるという意味での手続きをしていただか

なければと言うことで、この話をした後ご本人さんから譲受人さんの方からです

ね今回いったん取り下げするという連絡があったということです。以上です。 

議  長  それでは、４番については取り下げ理由も説明されましたので取り下げたいと

思います。それでは、整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書２１ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 冬野の ○○○○ 様、 

譲受人は 武雄市の 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 一本松 ○○○番○ 他１筆、 

地目は畑、面積は合計で２３７㎡、農地区分は第２種農地、 

用途目的は一般住宅用地。 

事由は、譲受人は住宅建築業を営んでおり、今後の事業拡大のため展示住宅 

（モデルハウス）を建築するため、一般住宅用地として転用したいということ 

     です。 

東西は畑、 南は道路、 北は宅地・畑です。 

売買価格は、反当たり１１,８１４,３４６円、全体で２,８００,０００円です。 

図面は２４ページと２５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ええと、近くにはですね、ずうと住宅が増えて出来ていますけど、ここは津浦

さんが草刈りをしながら雑草を時々刈りながらしておりましたが、いくらかやぼ

のようにしておりましたけれども、ここに住宅が２３０㎡も出来れば周辺の住民

の方にもですね逆によくわないかなあと思いますし、ここに住宅が出来ても生活

排水関係も水路関係も整備されていますので問題ないと思います。よろしく御願

いします。 

議  長  それでは、山口班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  はい、今原田委員がおっしゃって下さったように別に問題はないと思います 

。で、後ろの方にも迷惑をかけないと言うことをおっしゃってので問題ないと

思います。宜しくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「なし」と呼ぶ者あり］ 



議  長  はい、無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案の

とおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は 式浪の ○○○○ 様、 

借受人は 福岡市の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 大久保 ○○○番○、地目は畑、面積は４７１㎡、 

農地区分は第２種農地、用途目的は一般住宅用地。 

事由は、譲受人が地元に移住するため一般住宅用地として転用したいというこ 

とです。 

東西は道路、 南は畑、 北は道路です。親子間による使用貸借です。 

図面は２６ページと２７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  西田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  はい、ええとここは式浪集落の中でも新しい住宅が密集するような地域でござ

います。唯一ここだけが残されているようなところで、親父さんが息子のために

とっとったとじゃなかろうかなという地の土地であります。環境的には、なんら

みなさんに迷惑をかけるようなことはないんですけれども、現地審査の時、言わ

れたのが、道路側に側溝がなにもない。、ええ、もうすでに建っている住宅地に

も側溝はないわけですね。そこらへんの所を行政と十分話しをしてみてください

ということを言われておりましたけれども、とにかく農業上はなにも支障が無い

ような地域で、問題はなかろうないでなかろうかと思います。どうぞ宜しくお願

いします。 

議  長  それでは山口班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  今、西田委員が言われたとおりで別に問題無いと思います。どうか宜しくお 

願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案の

とおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      貸付人は 下吉田の ○○○○ 様、 

借受人は 佐賀市の ㈱ ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 一本松一 ○○○番 他１筆、 

地目は全て田、面積は、２筆合計２,５２６㎡の内の、支柱を建てる部分の 

０.３５㎡、農地区分は農用地区域内農地、 

用途目的は営農型太陽光発電設備設置用地で一時転用(10 年間)です。 

事由は、発電と営農の調和のとれる営農型太陽光発電設備設置用地として転用 

     したいということです。 

東は農道、 西は水路、 南北は田です。 

賃借料は、反当たり年１５,８３５円、全体で年４０,０００円です。 

図面は２８ページと２９ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  地域担当の植松委員が欠席のため、山口班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  嬉野市で第 1 号となる太陽光発電設備をされるところで、日当たりもよく、 

また側溝も周りにあるので問題はないと思います。また、パネルは２８８枚 

で支柱は６９本立てられるということです。どうか宜しくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  こういう場合には、同意書は必要ですか、それとも必要ないですか。周囲の 

同意書 

事 務 局  普通に必要です 

委  員  必要 

事 務 局  はい 

議  長  他にありませんか。 

委  員  ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案の

とおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    整理番号４番は取下 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号５番です。 

      譲渡人は 下岩屋２区の ○○○○ 様、 



譲受人は 同じく下岩屋２区の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字岩屋川内 今ノ川内 ○○○番○、 

地目は宅地（現況は畑）、面積は１０.２９㎡、 

農地区分は第２種農地、用途目的は住宅用地（宅地拡張）です。 

事由は、以前（平成１２年頃）に譲渡人と譲受人の間で土地の交換の約束を 

     しており、譲受人の宅地拡張のため、現況が農地である申請地を住宅用地として 

     転用したいということです。 

東は里道、 西は雑種地、 南は宅地、 北は道路です。 

交換での取引です。 

図面は３２ページと３３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  杉﨑委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  はい、今事務局から説明があったとおりもう実際工事は全部完了して、ただ手

続きがまだ出来てないというだけ、だけて言うぎおかしかですけど、そう言う状

態でした。以上です。 

議  長  それでは山口班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  別に問題は無いと思います。杉﨑委員と事務局の話で妥当です。宜しくお願 

いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案の

とおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号５番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第６号 農地転用許可後の事業計画変更申請の承認について、を 

     議題といたします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３４ページ、整理番号１番です。 

      申請者は 福富の 有限会社○○○○ 取締役 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 後山 ○○○番、地目は田、面積は９１２㎡、 

用途目的は建売分譲住宅区画数の変更です。 

事由は、建築確認時に用地北側の法面から離して住宅を建築するように指示が 

     あり、その指示に従ったところ、当初予定の４区画中の１区画が住宅建設には 

     狭小となったので駐車場として利用することとなり、住宅用地４区画が同３区画 

     と駐車場の各用地となったため変更したいということです。 



東は道路、 西は田、 南北は道路です。 

平成３０年１０月２６日付けで農地法第５条の許可を受けている案件です。 

図面は３５ページと３６ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  中島委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  はい、この案件はですね、昨年の１０月に第５条として認可をしてですね、４

区画をですね建売分譲住宅として整地をされたんですけども、その内の一画がで

すね法面の関係でですねどうしても建物が建てないということで、そこはですね

駐車場として活用したいということでございますので、宜しくお願いします。 

議  長  山口班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  はい、別に問題は無いと思います。宜しくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第６号 農地転用許可後の事業計画変更申請の承認について、整理番号 

     １番については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第５期嬉野市農業委員会第１５回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 ２ 時 １７分 閉会 ） 

 


